
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 平成29年度税制改正により、非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得

等の非課税措置の改正が行われ、これまでの非課税措置（ＮＩＳＡ）に加えて、新しい非課

税措置（つみたてＮＩＳＡ）が創設されました。 

 

 

 
２、３ページを

ご覧ください。 

口座開設の年の１月１日において20歳未満の方【未成年者口座】 

 いずれかを選択 

つみたてＮＩＳＡ 

２、３ページを

ご覧ください。 

20歳以上の居住者等を対象とした非課税口座又は20歳未満の居住者等を対象とした未成年者口座で取

得した上場株式等(注１)について、その配当等(注２)やその上場株式等を売却したことにより生じた譲渡益が、一

定期間非課税となる制度です(注３、４)。これらの非課税措置を受けるためには、金融商品取引業者等に非課税

口座又は未成年者口座を開設する必要があります。 

（注）１ 国債や地方債といった特定公社債や公募公社債投資信託の受益権などは含まれません。 

２ 非課税口座又は未成年者口座を開設する金融商品取引業者等を経由して交付されるものに限られ、上場株式等の発行者

から直接交付されるものは課税扱いとなります。 

   ３ 非課税口座又は未成年者口座で取得した上場株式等を売却したことにより生じた損失はないものとみなされます。 

     したがって、その上場株式等を売却したことにより生じた損失と、非課税口座又は未成年者口座以外の保管口座（特定口

座や一般口座）で保有する上場株式等の配当等やその上場株式等を売却したことにより生じた譲渡益との損益通算や繰越

控除をすることはできません。 

   ４ 非課税期間満了に伴い上場株式等を特定口座又は一般口座に移管する場合は、移管時の価額で取得したものとみなされ

ます。 

口座開設の年の１月１日において20歳以上の方【非課税口座】 

最長20年間、配当等 
・譲渡益が非課税 

可能年間40万円まで購入
（20年間で最大800万円）

定期的に継続して投資

 

 ＮＩＳＡ 

 
４ページを 

ご覧ください。 

ジュニアＮＩＳＡ 

最長５年間、配当等 
・譲渡益が非課税 

年間120万円まで購入可能
（５年間で最大600万円）

投資方法に制限なし 

最長５年間、配当等 
・譲渡益が非課税 

年間80万円まで購入可能
（５年間で最大400万円）

投資方法に制限なし 

 

平 成 29年 11月 

   国 税 庁 
（法人番号 7000012050002） 

成

 ＮＩＳＡ制度とは 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

非 課 税 対 象 非課税口座内の少額上場株式等の配当等、譲渡益 

開 設 者 （ 対 象 者 ） 口座開設の年の１月１日において20歳以上の居住者等 

口 座 開 設 可 能 期 間 
平成30年（2018年）１月１日から平成49年（2037年）12月31日までの20年間 

（口座開設の申込みは平成29年10月以後可能） 

金 融 商 品 取 引 業 者 等 の 変 更 １累積投資勘定（各年分）ごとに変更可 

非 課 税 投 資 額 40万円を上限（未使用枠は翌年以後繰越不可） 

非 課 税 期 間  

非 課 税 投 資 総 額 最大800万円（40万円×20年間） 

少 額 上 場 株 式 等 の 範 囲 

（ 投 資 対 象 商 品 ） 

 
（商品性について一定の要件を満たしたもの） 

平成30年１月以後取引開始 

（口座開設の申込みは平成29年10月以後可能） 

 

 

「つみたてＮＩＳＡ」・「ＮＩＳＡ」のはじめ方 

「つみたてＮＩＳＡ」と「ＮＩＳＡ」の主な相違点①【投資方法】 

 「つみたてＮＩＳＡ」の概要 

30年

（2018年）

31年

（2019年）

32年

(2020年)

33年

(2021年)

34年

（2022年）

45年

（2033年）

46年

（2034年）

47年

（2035年）

48年

（2036年）

49年

（2037年）

50年

（2038年）

51年

（2039年）

52年

（2040年）

53年

（2041年）
・ ・ ・

１年目

40万円
２年目 ３年目 ４年目 ５年目 16年目 17年目 18年目 19年目 20年目

40万円

40万円

40万円

・

・

・

・

・

・

40万円

40万円

40万円

40万円

・ ・ ・

                  平成

                  （西暦）

累積投資勘定

非

課

税

口

座

平成30年分

（2018年分）

平成31年分

（2019年分）

平成32年分

（2020年分）

平成33年分

（2021年分）

平成46年分

（2034年分）

平成47年分

（2035年分）

平成48年分

（2036年分）

平成49年分

（2037年分）

非課税期間 最長20年間

年分ごとに１の累積投資勘定のみ設定可

（非課税投資額上限40万円）

20年間で累積最大20の累積投資勘定の

設定可（非課税投資総額最大800万円）

つみたてＮＩＳＡ ＮＩＳＡ 

非課税累積投資契約に基づき、あらかじめ定めた銘柄に定期的に継続して投資 

（例）１ 毎月３万円（年２回の賞与の月は５万円に増額）の買付 

２ 年２回の賞与の月に20万円の買付 
制限なし 

取引勘定の変更 

「つみたてＮＩＳＡ」の取引勘定と「ＮＩＳＡ」の取引勘定は、１年ごとに変更することができます※。 

 
 

※１ 変更をする場合は、金融商品取引業者等に対して一定の手続をする必要があります。 
２ 「つみたてＮＩＳＡ」又は「ＮＩＳＡ」の取引勘定を変更した場合であっても、変更前の取引勘定で取得した上場株式

等に係る配当等・譲渡益については、変更前の取引勘定に係る非課税期間が継続されます。 
 

 

 

「つみたてＮＩＳＡ」又は「ＮＩＳＡ」の取引

を開始するには、金融商品取引業者等に「非課

税口座」を開設する必要があります。 

非課税口座の開設 

開設する非課税口座において、「つみたてＮＩＳＡ」

の取引勘定又は「ＮＩＳＡ」の取引勘定を選択します

（一の年に同時に設けることはできません。）。 

 

取引勘定の選択 

※ 手続については４ページをご覧ください。 

翌年以後 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

非 課 税 対 象 非課税口座内の少額上場株式等の配当等、譲渡益 

開 設 者 （ 対 象 者 ） 口座開設の年の１月１日において20歳以上の居住者等 

口 座 開 設 可 能 期 間 平成26年（2014年）１月１日から平成35年（2023年）12月31日までの10年間 

金 融 商 品 取 引 業 者 等 の 変 更 １非課税管理勘定（各年分）ごとに変更可 

非 課 税 投 資 額 120万円を上限（未使用枠は翌年以後繰越不可） 

非 課 税 期 間  

非 課 税 投 資 総 額 最大600万円（120万円（平成27年分以前は100万円）×５年間） 

少 額 上 場 株 式 等 の 範 囲 

（ 投 資 対 象 商 品 ） 
 

「つみたてＮＩＳＡ」と「ＮＩＳＡ」の主な相違点②【投資対象商品】 

 「つみたてＮＩＳＡ」と「ＮＩＳＡ」では、投資することができる金融商品が異なります。主な金融商

品の投資の可否については、次の表のとおりです。 

金融商品 つみたてＮＩＳＡ ＮＩＳＡ 

上場株式 × ○ 

上場投資信託の受益権（ＥＴＦ）  ○※ ○ 

公募株式投資信託の受益権  ○※ ○ 

上場不動産投資法人の投資口（ＲＥＩＴ） × ○ 

国債・地方債などの特定公社債 × × 

公募公社債投資信託の受益権 × × 

※ 定期的に継続して取得することにより個人の財産形成が促進されるものとして、次の要件、かつ、内閣総理大臣

が財務大臣と協議して定める要件（平成29年内閣府告示第540号）を満たすものに限られます。詳しくは、金融

庁ホームページをご覧ください。 

 ① 信託契約期間の定めのないこと又は20年以上の信託契約期間が定められていること。 

 ② 一定の場合を除き、デリバティブ取引に係る権利に対する投資として運用を行わないこととされていること。 

 ③ 収益の分配は、１か月以下の期間ごとに行わないこととされており、かつ、信託の計算期間（外国投資信託で

ある場合には、収益の分配に係る計算期間）ごとに行うこととされていること。 

 「ＮＩＳＡ」の概要 

26年

（2014年）

27年

（2015年）

28年

（2016年）

29年

（2017年）

30年

（2018年）

31年

（2019年）

32年

（2020年）

33年

（2021年）

34年

（2022年）

35年

（2023年）

36年

（2024年）

37年

（2025年）

38年

（2026年）

39年

（2027年）

１年目

100万円
２年目 ３年目 ４年目 ５年目

100万円

120万円

120万円

120万円

120万円

120万円

120万円

120万円

120万円

                                  平成

                                  （西暦）

非課税管理勘定

非

課

税

口

座

４
年
間

６
年
間

平成26年分

（2014年分）

平成27年分

（2015年分）

平成28年分

（2016年分）

平成29年分

（2017年分）

平成30年分

（2018年分）

平成31年分

（2019年分）

平成32年分

（2020年分）

平成33年分

（2021年分）

平成34年分

（2022年分）

平成35年分

（2023年分）

非課税期間 最長５年間

勘

定

設
定

期

間

同一の非課税口座内に新たに設けられる非課税管理勘定への

移管による継続適用可 （120万円を超えるものも移管可）

年分ごとに１の非課税管理勘定のみ設定可

（非課税投資額上限120万円※）

※ 平成27年分以前は100万円

勘

定

設
定

期

間

５年間で累積最大５の非課税管理勘定の設定可

（非課税投資総額最大600万円）

（ただし、売却部分の非課税投資額の枠は再利用不可）最長20年間、途中売却可

上場株式・上場投資信託（ＥＴＦ）・公募株式投資信託など

（ただし、売却部分の非課税投資額の枠は再利用不可）最長５年間、途中売却可

上場投資信託（ＥＴＦ）・公募株式投資信託

2



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

非 課 税 対 象 非課税口座内の少額上場株式等の配当等、譲渡益 

開 設 者 （ 対 象 者 ） 口座開設の年の１月１日において20歳以上の居住者等 

口 座 開 設 可 能 期 間 
平成30年（2018年）１月１日から平成49年（2037年）12月31日までの20年間 

（口座開設の申込みは平成29年10月以後可能） 

金 融 商 品 取 引 業 者 等 の 変 更 １累積投資勘定（各年分）ごとに変更可 

非 課 税 投 資 額 40万円を上限（未使用枠は翌年以後繰越不可） 

非 課 税 期 間  

非 課 税 投 資 総 額 最大800万円（40万円×20年間） 

少 額 上 場 株 式 等 の 範 囲 

（ 投 資 対 象 商 品 ） 

 
（商品性について一定の要件を満たしたもの） 

平成30年１月以後取引開始 

（口座開設の申込みは平成29年10月以後可能） 

 

 

「つみたてＮＩＳＡ」・「ＮＩＳＡ」のはじめ方 

「つみたてＮＩＳＡ」と「ＮＩＳＡ」の主な相違点①【投資方法】 

 「つみたてＮＩＳＡ」の概要 

30年

（2018年）

31年

（2019年）

32年

(2020年)

33年

(2021年)

34年

（2022年）

45年

（2033年）

46年

（2034年）

47年

（2035年）

48年

（2036年）

49年

（2037年）

50年

（2038年）

51年

（2039年）

52年

（2040年）

53年

（2041年）
・ ・ ・

１年目

40万円
２年目 ３年目 ４年目 ５年目 16年目 17年目 18年目 19年目 20年目

40万円

40万円

40万円

・

・

・

・

・

・

40万円

40万円

40万円

40万円

・ ・ ・

                  平成

                  （西暦）

累積投資勘定

非

課

税

口

座

平成30年分

（2018年分）

平成31年分

（2019年分）

平成32年分

（2020年分）

平成33年分

（2021年分）

平成46年分

（2034年分）

平成47年分

（2035年分）

平成48年分

（2036年分）

平成49年分

（2037年分）

非課税期間 最長20年間

年分ごとに１の累積投資勘定のみ設定可

（非課税投資額上限40万円）

20年間で累積最大20の累積投資勘定の

設定可（非課税投資総額最大800万円）

つみたてＮＩＳＡ ＮＩＳＡ 

非課税累積投資契約に基づき、あらかじめ定めた銘柄に定期的に継続して投資 

（例）１ 毎月３万円（年２回の賞与の月は５万円に増額）の買付 

２ 年２回の賞与の月に20万円の買付 
制限なし 

取引勘定の変更 

「つみたてＮＩＳＡ」の取引勘定と「ＮＩＳＡ」の取引勘定は、１年ごとに変更することができます※。 

 
 

※１ 変更をする場合は、金融商品取引業者等に対して一定の手続をする必要があります。 
２ 「つみたてＮＩＳＡ」又は「ＮＩＳＡ」の取引勘定を変更した場合であっても、変更前の取引勘定で取得した上場株式

等に係る配当等・譲渡益については、変更前の取引勘定に係る非課税期間が継続されます。 
 

 

 

「つみたてＮＩＳＡ」又は「ＮＩＳＡ」の取引

を開始するには、金融商品取引業者等に「非課

税口座」を開設する必要があります。 

非課税口座の開設 

開設する非課税口座において、「つみたてＮＩＳＡ」

の取引勘定又は「ＮＩＳＡ」の取引勘定を選択します

（一の年に同時に設けることはできません。）。 

 

取引勘定の選択 

※ 手続については４ページをご覧ください。 

翌年以後 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

非 課 税 対 象 非課税口座内の少額上場株式等の配当等、譲渡益 

開 設 者 （ 対 象 者 ） 口座開設の年の１月１日において20歳以上の居住者等 

口 座 開 設 可 能 期 間 平成26年（2014年）１月１日から平成35年（2023年）12月31日までの10年間 

金 融 商 品 取 引 業 者 等 の 変 更 １非課税管理勘定（各年分）ごとに変更可 

非 課 税 投 資 額 120万円を上限（未使用枠は翌年以後繰越不可） 

非 課 税 期 間  

非 課 税 投 資 総 額 最大600万円（120万円（平成27年分以前は100万円）×５年間） 

少 額 上 場 株 式 等 の 範 囲 

（ 投 資 対 象 商 品 ） 
 

「つみたてＮＩＳＡ」と「ＮＩＳＡ」の主な相違点②【投資対象商品】 

 「つみたてＮＩＳＡ」と「ＮＩＳＡ」では、投資することができる金融商品が異なります。主な金融商

品の投資の可否については、次の表のとおりです。 

金融商品 つみたてＮＩＳＡ ＮＩＳＡ 

上場株式 × ○ 

上場投資信託の受益権（ＥＴＦ）  ○※ ○ 

公募株式投資信託の受益権  ○※ ○ 

上場不動産投資法人の投資口（ＲＥＩＴ） × ○ 

国債・地方債などの特定公社債 × × 

公募公社債投資信託の受益権 × × 

※ 定期的に継続して取得することにより個人の財産形成が促進されるものとして、次の要件、かつ、内閣総理大臣

が財務大臣と協議して定める要件（平成29年内閣府告示第540号）を満たすものに限られます。詳しくは、金融

庁ホームページをご覧ください。 

 ① 信託契約期間の定めのないこと又は20年以上の信託契約期間が定められていること。 

 ② 一定の場合を除き、デリバティブ取引に係る権利に対する投資として運用を行わないこととされていること。 

 ③ 収益の分配は、１か月以下の期間ごとに行わないこととされており、かつ、信託の計算期間（外国投資信託で

ある場合には、収益の分配に係る計算期間）ごとに行うこととされていること。 

 「ＮＩＳＡ」の概要 

26年

（2014年）

27年

（2015年）

28年

（2016年）

29年

（2017年）

30年

（2018年）

31年

（2019年）

32年

（2020年）

33年

（2021年）

34年

（2022年）

35年

（2023年）

36年

（2024年）

37年

（2025年）

38年

（2026年）

39年

（2027年）

１年目

100万円
２年目 ３年目 ４年目 ５年目

100万円

120万円

120万円

120万円

120万円

120万円

120万円

120万円

120万円

                                  平成

                                  （西暦）

非課税管理勘定

非

課

税

口

座

４
年
間

６
年
間

平成26年分

（2014年分）

平成27年分

（2015年分）

平成28年分

（2016年分）

平成29年分

（2017年分）

平成30年分

（2018年分）

平成31年分

（2019年分）

平成32年分

（2020年分）

平成33年分

（2021年分）

平成34年分

（2022年分）

平成35年分

（2023年分）

非課税期間 最長５年間

勘

定

設
定

期

間

同一の非課税口座内に新たに設けられる非課税管理勘定への

移管による継続適用可 （120万円を超えるものも移管可）

年分ごとに１の非課税管理勘定のみ設定可

（非課税投資額上限120万円※）

※ 平成27年分以前は100万円

勘

定

設
定

期

間

５年間で累積最大５の非課税管理勘定の設定可

（非課税投資総額最大600万円）

（ただし、売却部分の非課税投資額の枠は再利用不可）最長20年間、途中売却可

上場株式・上場投資信託（ＥＴＦ）・公募株式投資信託など

（ただし、売却部分の非課税投資額の枠は再利用不可）最長５年間、途中売却可

上場投資信託（ＥＴＦ）・公募株式投資信託
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  「ジュニアＮＩＳＡ」の概要 

非 課 税 対 象 未成年者口座内の少額上場株式等の配当等、譲渡益 

開 設 者 （ 対 象 者 ） 口座開設の年の１月１日において20歳未満又はその年に出生した居住者等 

口 座 開 設 可 能 期 間 平成28年（2016年）４月１日から平成35年（2023年）12月31日までの８年間 

金 融 商 品 取 引 業 者 等 の 変 更 

非 課 税 投 資 額 80万円を上限（未使用枠は翌年以後繰越不可） 

投 資 方 法 制限なし 

非 課 税 期 間 

非 課 税 投 資 総 額 最大400万円（80万円×５年間） 

少 額 上 場 株 式 等 の 範 囲 

（ 投 資 対 象 商 品 ） 

払 出 制 限 

その年の３月31日において18歳である年（基準年）の前年12月31日までは、原則と

して未成年者口座及び課税未成年者口座からの払出しは不可 
※ 基準年の前年12月31日までに制限に反して払出しをするなどの契約不履行等事由が生じた場

合には、過去に未成年者口座内で生じた配当等・譲渡益及び払出し時点の未成年者口座内の上場

株式等の含み益などについて課税されることとなります。 

28年

（2016年）

（13歳）

29年

（2017年）

（14歳）

30年

（2018年）

（15歳）

31年

（2019年）

（16歳）

32年

（2020年）

（17歳）

33年

（2021年）

（18歳）

34年

（2022年）

（19歳）

35年

（2023年）

（20歳）

36年

（2024年）

（21歳）

37年

（2025年）

（22歳）

38年

（2026年）

（23歳）

39年

（2027年）

（24歳）

１年目

80万円
２年目 ３年目 ４年目 ５年目

80万円

80万円

80万円

80万円

80万円

80万円

120万円

　　　　　　　　平成

　　　   　　　　（西暦）

              　        （年齢）

非課税管理勘定

課税未成年者口座（上場株式等・預貯金等）

N

I

S

A

未

成

年

者

口

座

平成28年分

（2016年分）

（13歳）

平成29年分

（2017年分）

（14歳）

平成30年分

（2018年分）

（15歳）

平成31年分

（2019年分）

（16歳）

平成32年分

（2020年分）

（17歳）

平成33年分

（2021年分）

（18歳）

平成34年分

（2022年分）

（19歳）

平成35年分

（2023年分）

（20歳）

非

課

税
口

座

非課税期間 最長５年間
例：平成33年（2021年）３月31日に18歳であり、かつ

平成35年（2023年）１月１日に20歳である方の場合

払出制限解除

払出制限解除

再投資が可能

譲渡代金

配当等

「非課税口座」・「未成年者口座」の開設手続 

「非課税口座」又は「未成年者口座」を開設するには、金融商品取引業者等に次の書類を提出又は提示

等をする必要があります。 

提 出 書 類 

（未成年者）非課税適用確認書 

（未成年者・非課税）口座開設届出書 

本人確認書類  

   の提示等※ 

未成年者口座開設 

非課税口座開設 

※ 「（未成年者）非課税適用確認書の交付申請書」や「（未成年者・非課税）口座開設届出書」（交付申請書と口座開設届出書を兼用の様式により同時

に提出できる金融商品取引業者等もあります。）を金融商品取引業者等に提出する場合は、その金融商品取引業者等に次に掲げる「本人確認書類」の

提示等をして、マイナンバー（個人番号）を告知する必要があります。 

  なお、非課税口座又は未成年者口座を開設しようとする金融商品取引業者等に対して、マイナンバーを既に告知している場合には、マイナン

バーの告知が不要となる場合がありますので、開設しようとする金融商品取引業者等にご確認ください。 
 【本人確認書類】 （例①）個人番号カード、（例②）通知カードと身分証明書（運転免許証など） 

本人確認書類  

   の提示等※ （未成年者）非課税適用確認書の

交付申請書 

提 出 書 類 

○ 国税に関するご相談・ご質問は電話相談センターをご利用ください。電話相談センターのご利用は、最寄りの税務署にお電話いた

だき、自動音声にしたがって番号「１」を選択してください。 

同一の金融商品取引業者等に開設されている非

課税口座内に新たに設けられる非課税管理勘定

への移管可（120万円を超えるものも移管可）

５年間で累積最大５の勘定の設定可

（非課税投資総額最大400万円）

新たに設けられる非課税管理勘定への移管による

継続適用可 （80万円を超えるものも移管可）

最長５年間、途中売却可（ただし、売却部分の非課税投資額の枠は再利用不可）

上場株式・上場投資信託（ＥＴＦ）・公募株式投資信託など

変更不可（１人につき１口座のみ） 
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